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要   旨 

 私たち福岡女性団体交流会では1983年より6.19平和のための福岡女性のつどいを開催

してまいりました。残念ながら昨年はコロナ禍で中止せざるを得ませんでしたが、今年は

毎年どおりの開催をすることができました。ロシアによるウクライナ侵攻を目の当たりに

し、平和の大切さを強く再認識させられております。 

よって、以下の事項について陳情します。 

 

 １．平和の中で、県民、市民の生活を守るため、憲法の精神にのっとった政治に尽力す 

ること。 

 ２．福岡大空襲の遺構や体験者の記録を残すこと。博多港引揚げについても同様に事業を 

行うこと。また、各地で展示会を開催する、遺物や記録を整理し貸出し可能にするなど、次 

の世代に伝える事業をぜひ実行すること。また、学校で 6.19福岡大空襲の日や 8.6広島 

及び 8.9長崎の原爆投下日を節目の日として、平和の大切さを伝えること。 

 ３．核兵器廃絶のため、核兵器禁止条約に署名批准することを政府に求めること。非核三 

原則の法制化と武器輸出三原則の復活を政府に働きかけること。福岡県、福岡市に核兵 

器が持ち込まれないよう監視すること。 

 ４．福岡県内全ての自治体が非核自治体宣言をしたことを高く評価する。加えて、宣言を 

  具体的な取組にすること。 

 ５．アジアに開かれた福岡として平和を築いていく絶好の位置にあることから、戦争法（安 

全保障関連法）の廃止を政府に対して求めること。戦争法の発動に反対すること。 

 ６．佐賀空港への自衛隊、米軍のオスプレイ配備に反対すること。 

 ７．原発再稼働に反対すること。万一の原発事故に対応する住民避難計画を策定し、訓練 

すること。ヨウ素剤配布体制を確立すること。 

 ８．期限を切った原発廃止を自治体として、政府と九電に求めること。万一の事故時のた 

めに立地自治体並みの協定書を九電と結ぶこと。 

 ９．戦時下で原発が核兵器に匹敵する危険な施設になり得ることを踏まえ、コロナ感染 

症、異常気象などの二重三重の被災を避けるため、原発を即時停止するよう九電に求め 

ること。 

 




